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TP Alert  
2021 年 10 月～その 2（国別報告書 CbCR）～ 

 

※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

タイにおける国別報告書に係る規定の公表 

タイ歳入局は、タイに本社を置く、又は、タイで事業活動する多国籍企業グループ

に対する国別報告書（CbCR）の提出義務を定めた歳入局長官告示（No.408）（以

下「告示」）を公表しました。 

CbCR に係る規定 

G20/OECD の税源浸食と利益移転（BEPS：Base Erosion and Profit Shifting）プ

ロジェクトの行動 13 において、大規模な多国籍企業グループに対して、新しいタ

イプの年次報告書である CbCR レポートの作成と税務当局への提出を義務付けるこ

とが提言されました。 

CbCR は多国籍企業グループの経営成績の主要部分を分解し徴税権を有する国毎に

示すもので、税務当局は当該情報を入手することが可能になります。各国における

当該多国籍グループの名称及び主な事業活動が記載内容として含まれています。 

CbCR は、BEPS におけるもっとも初歩的な要求事項です。すべての OECD 及び

G20 諸国、そして BEPS の「包括的フレームワーク」に参加しているすべての国が

CbCR の導入を約束しました。BEPS「包括的フレームワーク」の参加国であるタ

イは、今回、このルールを導入するという約束を果たすことになります。 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-tp-alert-408-oct2021-eng.pdf
https://www2.deloitte.com/th/en.html


タイの CbCR に係る規定の適用開始時期 

この規定は、2021 年 1 月 1 日以降に開始される会計年度から適用されます。 

CbCR の提出義務 

タイ歳入局に CbCR を提出する必要があるのは、以下の多国籍企業グループです。 

• 報告期間の前年の会計年度における連結財務諸表上の連結売上高が 280 億

バーツ以上（会計年度が 12 カ月に達しない場合は年換算で当該金額以上）

であること 

• 多国籍企業グループの最終親会社がタイの税務上の居住者である場合、又

は 

• 最終親会社はタイ国外に所在するが、多国籍企業グループのタイ企業が最

終親会社に代わって CbCR を提出する代理親法人（SPE: Surrogate Parent 

Entity）として指名された場合で以下に該当する場合 

➢ 最終親会社の税務上の居住国では、CbCR の提出義務がない 

➢ 最終親会社がタイ企業を SPE として書面で任命し、タイ歳入局に

その任命を通知している、及び 

➢ SPE の会計期間が UPE と同じである 

• 最終親会社でもなく SPE でもないがタイで事業活動を行っている企業で以

下に該当する場合 

➢ 最終親会社が税務上の居住国で CbCR を提出する必要がない 

➢ 最終親会社がタイとの間で関連する会計年度に有効な情報交換規定

を有していない国の納税者である、又は 

➢ 各国間での CbCR の交換には障害がある場合 

以下の条件を満たす場合、タイ歳入局への CbCR の提出が免除されます。 

• 最終親会社が SPE を指名し、SPE の税務上の居住国の法律に基づいて

CbCR を提出した 

• SPE の税務上の居住国が、タイとの間で CbCR の最後の所定の提出日の時

点で有効な情報交換規定を有する国である 

• SPE の税務上の居住国は、CbCR の交換に支障をきたすような通知をタイ

歳入局に行っていない 

• SPE は、代理人としての地位について、SPE が税務上の居住者である国の

管轄当局に通知している 

• タイの企業は SPE の任命に関してタイ歳入局に通知した 

最終親会社の定義 

最終親会社は次のいずれかを指します。 

1. 同一多国籍企業グループ内の他の企業又は法的パートナーシップを直接又

は間接的に支配している企業で以下の企業 

➢ 税務上の居住国の一般に公正妥当と認められる会計原則に従って連

結財務諸表を作成する義務を負っている企業、又は 

➢ 税務上の居住地又はタイの証券取引所で取引されている場合には、

連結財務諸表の作成が必要とされる企業であり、かつ、 

➢ 多国籍企業グループの他の企業又は法人パートナーシップの支配下

にない企業 

2. 上記 1 に該当しないが、他の国や経済圏に恒久的施設を置いて事業を行っ

ている企業 



通知方法 

タイで事業を行う企業は、CbCR に関連して採用した特定の立場をタイ歳入局に通

知する必要があります。例えば、報告義務がない企業であっても、どの企業（最終

親会社又は SPE）が報告義務のある企業か、その居住国はどこかなどです。今回の

告示ではタイ歳入局への通知の書式やスケジュールなどの具体的な内容については

触れられておらず、詳細なガイダンスの公表が待たれます。 

申告時期 

CbCR は、会計年度終了日から 150 日以内に提出される年次法人税申告書（Form 

PND 50）とともに、英文で提出しなければなりません。(例：2021 年 12 月 31 日

に終了する会計年度の場合、CbCR は 2022 年 5 月 30 日までに提出する必要があり

ます)           

しかし、これは、OECDガイダンスで提案されている関連する会計年度の終了後 12

カ月後に提出するというタイミングとは異なります。ほとんどの国がこの 12 カ月

という期間を採用しているため、多国籍企業にとっては、CbCR を作成してタイ歳

入局に提出するまでのスケジュールが非常に厳しいものとなっています。しかし、

タイの歳入庁が、提出期限を 12 カ月に延長する別の告示を検討している思われま

す。 

CbCR の内容と書式 

CbCR の内容と書式は OECD の CbCR ガイダンスに沿っており、CbCR は CBCR 

XML Schema での提出が義務付けられています。CbCR には多国籍企業グループが

事業を展開する各国について、売上高、税引前利益（損失）、所得税納税額、未払

所得税、資本金、未処分利益、従業員数、現金又は現金等価物以外の有形資産の額

に関する集約された情報が含まれています。 

この告示では、CbCR の作成方法についてのガイダンスはなく、このガイダンスを

タイ歳入局が提供するかは不明です。それまでの間、CbCR に関する OECD ガイダ

ンスを参考にすることが想定されます。 

罰則 

CbCR による報告義務に従わなかった場合の特別な罰則制度はありません。CbCR

を期日までに提出しなかった場合、一般的には 2,000 バーツの罰金が適用されま

す。これに対し、CbCR を提出しなかった場合、あるいは移転価格開示フォームや

移転価格文書（ローカルファイル）を提出しなかった場合には、最高で 20 万バー

ツの罰金が科せられます。 

他国との CbCR の共有 

タイは、近い将来、CbCR の交換に関する多国間協定（以下「MCAA CbCR」）を

締結する予定です。2021 年 8 月現在、MCAA CbCR には 91 の署名国があります。 

MCAA CbCR の締結により、タイは、CbCR 自動交換ネットワークの効率的な構築

ができるようになります。このネットワークにより、CbCR 自動交換を目的とした

標準化された効率的なメカニズムが提供されます。 

今後の展望 

CbCR 規則の発表は、OECD/G20 BEPS Inclusive Framework の参加国であるタイ

が義務を果たす上での大きな前進と位置付けられます。CbCR は移転価格やその他

の BEPS 関連のリスクを評価し調査対象企業を絞り込むために使える新たなツール



としてタイ歳入局に提供されますが、この情報がタイ歳入局内において実際にどの

ように使用され普及させられるかが注目されます。しかし、CbCR の義務を完全に

履行するためには、タイ歳入局は、今回の告示に関して必要なガイダンス、CbCR

提出期限の延長の可能性、MCAA CbCR 署名の実施等の多くのアクションが必要と

なります。さらに、タイ歳入局は、CbCR に含まれる情報の機密性保護の対策を講

じ、実施する必要があります。このような措置には、情報使用の制限や情報開示す

べき相手に関する規則などが含まれます。 

それまでの間、タイで事業活動する企業はこれらの要件を検討し、採用すべき申告

ポジションを含む潜在的な影響を判断する必要があります。これらの判断はタイの

多国籍企業とタイで事業活動する外国の多国籍企業では異なる可能性があります。 

⚫ タイの多国籍企業 

タイの多国籍企業で収入基準を満たしている企業は、過年度の報告義務を採用して

いる国ですでに CbCR の提出を開始していると思われます。そのため、他の国で

CbCR を提出するための SPE をすでに任命しているかもしれません。タイに CbCR に

係る規定が導入されると、タイでは報告主体が SPE から最終親会社に変わる可能性

があります。その場合は関連するすべての国・地域に、多国籍企業の提出国の変更

を確実に通知する必要があります。加えて、これらのタイの多国籍企業は、MCAA

の CbCR ステータスを通じたタイの交換関係に基づいて、他国における多国籍企業

の CbCR 申告義務を見直す必要があります。 

⚫ 海外の多国籍企業 

最終親会社がタイ国外に所在する外国多国籍企業のタイ子会社は、タイが、MCAA

の CbCR ステータスを通じて最終親会社の税務上の居住地国と、情報交換できる関

係にあるかどうかを評価・確認する必要があります。情報交換ができる場合には、

タイ子会社の義務は報告義務がある企業の名称と税務上の居住地をタイ歳入局に通

知することに限定される可能性があります。タイと最終親会社（又は SPE）の税務

上の居住地の国との間に情報交換ができない場合には、タイ子会社は、CbCRをタイ

歳入局に期日までに提出する必要があります。 

CbCR には税務当局が移転価格やその他の BEPS 関連のリスクを評価するために使用

される可能性のある情報が含まれているため、CbCRに記載される情報がマスターフ

ァイルやローカルファイルで採用されているポジションや特徴と一致していること

が重要です。もし CbCR によりより多くの利益をタイに与えるべきと示唆される場

合、タイ歳入局からの追加照会及び潜在的な税務調査のリスクが生じるかもしれま

せん。 
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